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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線幅１０ｎｍ以下の極微細パターンの形成を非断熱近接場光露光で、それ以外のパター
ンをナノインプリントで、被加工基板に形成したフォトレジストに転写する微細パターン
形成方法であって、
　ナノインプリントによりパターンを形成する部位に対応するモールドパターンと、非断
熱近接場露光によりパターンを形成する部位に対応する導電膜によるパターンを有する透
光性のモールド構造であって、前記モールドパターンは前記フォトレジストの膜厚と前記
導電膜によるパターンの膜厚の合計膜厚と等しい高さを有する凸パターンを含むモールド
構造を準備する工程、
　前記モールドパターンが前記被加工基板の表面に接触するように前記フォトレジストに
前記モールドパターンをインプリントすると同時にモールド構造背面より前記フォトレジ
ストが感光帯域を有しない波長帯域の非共鳴光を照射し、前記導電膜パターンのエッジ部
で発生する非断熱近接場光で露光を行う工程、
を有することを特徴とする微細レジストパターン形成方法。
【請求項２】
　前記モールド構造は、透光性の基板に凹パターンと前記凸パターンを形成したものであ
って、ナノインプリントによりパターンを形成する部位に対応する前記凸パターンと、連
続した凹部に形成された非断熱近接場光露光によりパターンを形成する部位に対応する導
電膜によるパターンを有することを特徴とする請求項１に記載の微細レジストパターン形
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成方法。
【請求項３】
　前記導電膜は遮光性を有する膜である請求項１又は２に記載の微細レジストパターンの
形成方法。
【請求項４】
　前記フォトレジストは、前記非共鳴光照射部においてレジストの粘性が高くなる性質を
有する有機溶剤を含む請求項１乃至３のいずれか１項に記載の微細レジストパターン形成
方法。
【請求項５】
　前記被加工基板は、半導体ウエハ基板であり、該半導体ウエハ基板上に、硬化樹脂膜を
形成し、さらにその表層にフォトレジストを成膜したものである請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の微細レジストパターン形成方法。
【請求項６】
　前記モールドパターンのフォトレジスト層へのインプリントにおいて、前記モールドパ
ターンは、前記フォトレジスト層の直下にある被加工基板上の層に接触する請求項１に記
載の微細レジストパターン形成方法。
【請求項７】
　前記モールドパターンが前記被加工基板に接触する点において、前記導電膜パターンが
フォトレジスト層に接触する請求項１に記載の微細レジストパターン形成方法。
【請求項８】
　前記モールドパターンの凸パターンが該モールドパターンの表面から突出しており、前
記導電膜パターンが前記モールドパターンの前記表面に形成されており、
　前記被加工基板が、ストッパ層を含み、前記モールドパターンのインプリントは前記凸
パターンの端部が前記フォトレジスト層とストッパ層との境界で止まるまで前記モールド
パターンを押し込むことを含む請求項１に記載の微細レジストパターン形成方法。
【請求項９】
　前記凸パターンの高さと前記フォトレジスト層の厚みが、前記導電膜パターンの端表面
が前記フォトレジスト層表面に接触するように設定される請求項８に記載の微細レジスト
パターン形成方法。
【請求項１０】
　表面にフォトレジスト層を形成した基板を準備する工程と、
　一方の面に凸パターンと導電膜パターンを含むマスクを準備し、その際、前記凸パター
ンの高さを前記導電膜パターンと前記フォトレジスト層の合計膜厚と等しくなるように形
成する工程と、
　前記マスクの凸パターンを前記基板上の前記フォトレジスト層に、前記凸パターンが前
記基板に接触するように押し込む工程と、
　前記マスクの他方の面から、前記フォトレジスト層に到達する非断熱近接場光を前記導
電膜パターンのエッジ部に発生するように前記フォトレジスト層に光を照射する工程と、
　前記マスクを前記基板から分離し、前記基板上にフォトレジストパターンを形成する工
程と
を有する方法。
【請求項１１】
　前記導電膜パターンは前記マスクの平坦面に形成される請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記マスクは、ナノインプリント技術により準備される請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記導電膜パターンは電子線リソグラフィー法により形成される請求項１０に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記マスクの他方の面から、前記フォトレジスト層に照射する光は、前記フォトレジス
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トの感光帯域以外の波長帯域を有する光である請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　表面にフォトレジスト層を形成した半導体基板を準備する工程と、
　一方の面に第１のマスクパターンと第２のマスクパターンを含むマスクを準備し、その
際、前記第１のマスクパターンは前記第２のマスクパターンと前記フォトレジスト層の合
計膜厚と等しい凸形状を有する工程と、
　前記マスクの第１のマスクパターンを前記フォトレジスト層に、前記第１のマスクパタ
ーンが前記基板表面に接触するように押し込む工程と、
　前記マスクの他方の面から、前記フォトレジスト層に到達する非断熱近接場光を前記第
２のマスクパターンのエッジ部に発生するように前記フォトレジスト層に光を照射する工
程と、
　前記マスクを前記半導体基板から分離する工程と、
　前記半導体基板上にフォトレジストパターンを形成するように半導体基板表面をパター
ニングする工程と
を有する方法。
【請求項１６】
　前記第２のマスクパターンは前記マスクの平坦面上に形成された導電膜パターンを含む
請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記マスクはナノインプリント技術により準備される請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記導電膜パターンは電子線リソグラフィー法により形成される請求項１６に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記マスクの他方の面から、前記フォトレジスト層に照射する光は、前記フォトレジス
トの感光帯域以外の波長帯域を有する光である請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノインプリントパターンと数１０ｎｍ以下の極微細パターンを含むＬＳＩ
回路パターンを、１回のインプリント工程によりウエハ上に形成することができる微細レ
ジストパターン形成方法及びそのためのナノインプリントモールド構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　極微細パターンを形成するリソグラフィ技術では、解像度＝ｋ１×λ／ＮＡの式に則り
、露光光源の短波長化と投影レンズの高ＮＡ化を進め、現在ではλ＝１９３ｎｍ波長（Ａ
ｒＦ）でｈｐ（ハーフピッチ）４５ｎｍ程度のパターン形成を可能にしている。ただし、
ＡｒＦ液浸露光技術の解像限界はｈｐ３０ｎｍ代後半と目されているため、ポストＡｒＦ
液浸露光技術としてｈｐ３２ｎｍ以降のＬＳＩを量産することができるリソグラフィツー
ルは、現段階において存在していない。
【０００３】
　一方、実用化が期待されている露光ツールの中で、最も低コスト且つ高い解像力が得ら
れる技術として着目されているのは、ナノインプリント技術と非断熱近接場光露光技術で
ある。ナノインプリントは、モールドと呼ばれる鋳型を樹脂に押型してパターニングする
技術で、モールド表面に形成された微細なパターンを忠実に転写することができる。ただ
し、モールドパターンは転写パターンと等倍のサイズであるため、このモールドパターン
を高精度に作りこむことが必要であり、技術的難易度は極めて高い。
【０００４】
　一方、極微細パターンを形成する技術として、非断熱近接場光露光技術が注目されてい
る。非断熱近接場光露光技術では、ガラス基板上に導電性材料でパターン形成したフォト
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マスクを、基板表面に成膜したレジスト表面に近接させて設置し、レジストが感光帯域を
有しない波長帯域の非共鳴光（レジスト膜を構成する分子間の共鳴エネルギーに相当する
光の波長よりも長い光）を照射することで、遮光性導電膜のエッジ部分で近接場光（エバ
ネセント光含む）による表面プラズモンが発生し、近接するレジスト部を感光させる。現
在までにＧ線（λ＝４３５ｎｍ）、ｉ線（λ＝３６５ｎｍ）を励起光とした実験で、最小
１０ｎｍオーダーのパターン形成が可能であることが確認されている。
【０００５】
　しかしながら、ＬＳＩパターンを想定した場合、極微細パターンと大寸法パターンをと
もに形成する必要があるが、非断熱近接場光露光技術では通常パターンエッジ部での表面
プラズモンによりパターンが形成されるため、多様なパターンサイズに対応することは不
可能である（特開２００５－３２８０２０）。また、励起光をパターン転写すべき基板側
から照射し、マスクパターン凸部表面のプラズモンにより、転写寸法を制御する方法（特
開２００６－２６９９３６）が提案されているが、この場合、マスクパターン側の加工寸
法を極微細にする必要があるため、ナノインプリントのモールド作製と同じ問題点を抱え
ている。また、ナノインプリントと非断熱近接場光露光を合わせた技術（特開２００６－
２８７０１２）として、ナノインプリントによって形成されたパターンの両側部を近接場
光によって感光させ、現像によるレジストの溶解とドライエッチングによってパターンを
スリミングする手法が提案されているが、この手法においても、最小加工寸法はモールド
の加工寸法に依存しており、非断熱近接場光露光の効果をもってしてもパターンピッチを
微細化することは不可能である。
【特許文献１】特開２００５－３２８０２０
【特許文献２】特開２００６－２６９９３６
【特許文献３】特開２００６－２８７０１２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ｈｐ３２ｎｍ以降のＬＳＩ製造において、ナノインプリント技術と非
断熱近接場光露光技術のエッセンスを取り入れた新しい露光技術を提案することで、より
フレキシブルな極微細パターン形成を可能にし、高い微細加工性能を有すると同時に極め
て高い生産性をも併せ持つことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、極微細パターン（１０ｎｍ以下、もしくはモールド加工が難しい微細寸法領
域）の形成を非断熱近接場光露光で、それ以外のパターンをナノインプリントで形成する
もので、一度のインプリント工程（押型＆ＵＶ照射）により、様々なデザインを想定した
多様な寸法を有するパターンを全て忠実に転写することができることを旨とした、新しい
モールド構造と高精度かつ安定的なプリント性能を担保できるレジストプロセスを提案す
る。
【０００８】
　新しいモールド構造として、ナノインプリントによりパターンを形成する部位に対応す
るモールドパターンと、非断熱近接場光露光によりパターンを形成する部位に対応する導
電膜によるパターンを有する透光性のモールド構造であり、より詳しくは、透光性の基板
に凹凸パターンを形成したものであって、ナノインプリントによりパターンを形成する部
位に対応する凸パターンと、連続した凹部に形成された非断熱近接場光露光によりパター
ンを形成する部位に対応する導電膜によるパターンを有することを特徴とする。
【０００９】
　又、本発明では、線幅１０ｎｍ以下の極微細パターンの形成を非断熱近接場光露光で、
それ以外のパターンをナノインプリントで、被加工基板上に形成したフォトレジストに転
写する微細パターン形成方法であって、前記透光性のモールド構造を使用し、インプリン
ト工程時に同時にモールド構造背面より前記フォトレジストが感光帯域を有しない波長帯
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域の非共鳴光を照射し、非断熱近接場光露光を行う工程を有することを特徴とする微細レ
ジストパターン形成方法が提供される。
【００１０】
　本発明の微細レジストパターン形成方法では、パターン転写する基板とフォトレジスト
との間にストッパーとなる硬化樹脂膜を形成することが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　マスク（モールド）表面に形成する凸パターンの高さを、ナノインプリント部と、近接
場光露光部（導電膜パターン）で、それぞれ異なる高さに設定することで、当該一のマス
ク（モールド）をもって、超極微細パターンを含む様々な寸法・パターン配置ピッチを有
する実用的なＬＳＩパターンを、１工程のナノインプリントプロセスによって形成するこ
とができる。さらに、マスク（モールド）を基板に押し付ける際、レジスト下層に配した
硬化樹脂膜をインプリント時のストッパー膜とすることで、インプリント時の基板とマス
ク（モールド）との間隔を数オングストロームレベルの精度で制御できる。これは、非断
熱近接場露光時のマスク（モールド）、レジスト間寸法距離を高精度に保持できるため、
マスク（モールド）や基板の歪みに依存しないロバストな非断熱近接場露光が可能になる
。
【００１２】
　この結果、非断熱近接場光露光単独、あるいはナノインプリントリソグラフィ単独では
実現困難であった実用的なＬＳＩパターンの形成と１０ｎｍオーダー以下の極微細パター
ンの形成を、新しい構造をもつモールドと押型精度を高めた多層膜プロセスを用いること
で、より低コスト且つ簡便なプロセス手法によって実現させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本発明になるモールド構造（以下、モールドという）１の概略断面図である。
モールド１は、ＵＶ光などのフォトレジストが感光帯域を有しない波長帯域の非共鳴光（
以下の説明では、ＵＶ光として説明するが、これに限定されるものではない。）を透過す
るガラスや石英などの硝材基板１１表面を凹凸に加工して形成されており、凸部１２がナ
ノインプリントパターン部１３を構成しており、連続する凹部に形成された導電膜パター
ン１４が非断熱近接場光露光パターン部１５を構成している。
【００１５】
　当該モールド１を用いて、被加工基板に形成したレジスト膜に転写を行うには、モール
ド１の凸部１２をレジスト膜を貫通するように押しつけ、その状態でモールド背面（凸部
１２が形成された面の反対の面）からＵＶ光を照射し、非断熱近接場光露光パターン部１
５において近接場光を発生させ、その近接場光によりレジストを露光し、モールドを剥離
後、近接場光により露光した部分を現像溶解して除去することで、ナノインプリントパタ
ーン部１３での寸法の大きなレジストパターンと、非断熱近接場光露光パターン部１５で
の極微細なレジストパターンが一度に形成できる。
【００１６】
　さらに本発明では、図２に示すように、被加工基板であるウエハ基板４上に、硬化樹脂
膜３を、下地のウエハ基板４に対してフォーマル（成膜後の膜表面は、下地の凹凸によら
ず平坦となる状態）に成膜して、モールド押しつけ時のストッパーとする。すなわち、当
該モールドをウエハ基板にインプリントすると、モールド上に形成した凹凸パターンの凸
部先端面が、レジスト膜２を貫通し、同レジスト膜２と硬化樹脂膜３との界面で止まる。
この状態で、導電膜で形成された非断熱近接場光露光用パターンの先端面がレジスト膜２
表面にちょうど接する様に、モールドパターンの加工高さ、レジスト膜厚を設定しておく
ことで、インプリント時のＵＶ照射により、ナノインプリントパターン部１３、非断熱近
接場光露光パターン部１５それぞれが高い制御性と安定性をもって、同時にそれぞれのパ
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ターンを形成することができる。ここで、硬化樹脂膜３としては、熱硬化性樹脂あるいは
光硬化性樹脂をウエハ基板４上に塗布し、熱又は光により硬化させたものである。例えば
、ＵＶナノインプリントリソグラフィ用ＵＶ硬化樹脂などが使用できる。ＵＶナノインプ
リントリソグラフィ用ＵＶ硬化樹脂とは、ＵＶ光を照射により樹脂を形成するポリマーが
凝縮し硬化する有機材料で、通常のナノインプリントリソグラフィ工程では、イメージン
グ層として使用されており、光透過性材料（ガラスなど）をその材質とするマスク（モー
ルド）を当該樹脂に押し付け、当該マスク（モールド）の背面より該マスク（モールド）
を通して該ＵＶ硬化樹脂膜にＵＶ光を照射させ、マスク（モールド）の凹凸パターンに型
押しされた状態を保持した状態で該樹脂膜を硬化させることで、マスク（モールド）パタ
ーンを該樹脂膜に転写させる。
【００１７】
　本発明では、前述の基板４上に成膜した硬化樹脂膜３を、マスク（モールド）をレジス
ト塗布基板に押し当てる際、当該マスク（モールド）が一定深さ以上押し込まれないため
のストッパー膜として機能することを目的として使用している。このストッパーとなる硬
化樹脂膜上に、フォトレジスト２（照射するＵＶ光源の波長に感光帯域をもたず、非断熱
近接場光露光部においてアルカリ現像液に対して溶解性を示すと同時に、ＵＶ照射部にお
いてレジストの粘性が高くなる性質を有する有機溶剤を用いる）を、ウエハ基板４に対し
てフォーマルな状態で成膜する。硬化樹脂膜３、フォトレジスト２の成膜方法は、当該材
料を基板上に滴下・液盛りし、基板を高速回転して全面に塗り広げる回転塗布法（スピン
コート法）と呼ばれる手法を用いる。この手法により、塗布膜厚を数オングストロームレ
ベルで制御することが可能になる。
【００１８】
　モールド１は、ＵＶ光を透過するガラスなどの硝材基板１１表面を加工して形成する。
詳細な製造方法は後述するが、ナノインプリント転写用に形成するパターン部１３を、ガ
ラス基板掘り込みプロセス（プラズマエネルギーを用いたドライエッチングプロセス）に
よって、硝材基板表面に凸部パターン１２を形成する。この際、非断熱近接場光露光パタ
ーン部１５は全て掘り込まれ凹部底の平坦面（マスク（モールド）加工側を上に見た場合
）となる（図１）。
【００１９】
　続いて、導電膜１４を前述の基板１１表面に成膜後、当該導電膜上に形成した非断熱近
接場露光用のパターンとして当該導電膜１４を加工する。更に、ナノインプリント用パタ
ーン部１３に成膜された導電膜を剥離（プラズマを用いたドライアッシングプロセス等）
して、本発明に係るマスク（モールド）を作製する。ここで、導電膜は、凹凸のある下地
基板１１に対してコンフォーマルに（下地の凹凸に沿って一定の膜厚で）成膜される必要
があるため、気相中の熱解離反応もしくはプラズマエネルギーによる原料分子の分離反応
によってイオン化された原子を基板上に堆積させ、原子レベルで膜厚制御を行うことが可
能なＣＶＤ技術等を用いる（図１）。
【００２０】
　非断熱近接場光露光パターン部１４は、モールド１の導電膜パターン１３で形成された
マスクパターン先端部の両エッジで一対のラインパターンを形成するため、モールド１の
導電膜パターンサイズは、一対の形成すべきラインパターンに対して、隣接するラインパ
ターン幅の１／２（パターン中心位置に導電膜パターンのエッジが対応するため）の２倍
（一対２パターン）に一対のラインパターン間隔を加えた線幅とする。例えば、ラインパ
ターン幅を１０ｎｍとし、隣接するラインパターン間隔を９０ｎｍとすると、導電膜パタ
ーンの幅は１００ｎｍとする。
【００２１】
　ナノインプリントパターン部１３におけるモールド１の凸部パターン１２の高さ（モー
ルド加工側を上に見た場合）は、パターン転写するレジスト層の膜厚と、非断熱近接場露
光部での遮光性導電膜の膜厚を加えたサイズとする。すなわち、図２－１（ａ）に示すよ
うに、ナノインプリント時に導電膜パターン１４がレジスト膜２と近接する高さとする。
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【００２２】
　上述のモールドを用いた超極微細パターンとラフサイズパターンを具備する実用的なＬ
ＳＩパターンの形成プロセスを図２（図２－１，２－２）に示す。本発明に係るモールド
１を、ナノインプリントパターン部のモールド凸部１２先端面がストッパーとなる硬化樹
脂膜３の上面に接するまで押しつける。この時点で非断熱近接場露光用マスクとなる導電
膜パターン１４は、レジスト２表面に近接する位置に保持される。この状態でＵＶ光を照
射し、導電膜パターン１４のエッジ部で高輝度な非断熱近接光（ここでは表面プラズモン
５）を発生させ、レジスト２中の導電膜パターンエッジ直下部に急峻な光エネルギーの潜
像６を与える（図２－１（ｂ））。一方、ナノインプリント部は、ＵＶ光によりレジスト
の粘性が高まることで、モールドを離型してもナノインプリントパターン形状を保持する
（図２－２（ｃ））。最後に非断熱近接場光露光部をアルカリ水溶液によって現像するこ
とで、当該非断熱近接場露光部でパターンが解像する（図２－２（ｄ））。こうして得ら
れたレジストパターンを遮蔽マスクとして、ストッパー層と下層基板をエッチングし、最
終的に全てのマスク（モールド）パターンをウエハ基板に転写する（図２－２（ｅ））。
【００２３】
　本発明で使用するフォトレジスト２としては、前記の通り、照射するＵＶ光源の波長に
感光帯域をもたず、非断熱近接場光露光部においてアルカリ現像液に対して溶解性を示す
と同時に、非共鳴光であるＵＶ光の照射部においてレジストの粘性が高くなる性質を有す
る有機溶剤を用いたものを使用できる。これは、照射するＵＶ光の波長に感光帯域を持た
ず、それよりも短波長領域に感光帯域を有するレジスト材料を、メタクリル酸メチルなど
の不飽和結合を有する化合物を含有する溶媒に溶解乃至は懸濁させ、ナノインプリントに
適した粘度に調整したものが使用できる。又、ナノインプリント時に同時に加熱すること
でレジスト材料の架橋を促し、非断熱近接場光露光部において、その架橋を切断すること
で溶解性が向上する材料を用いても良い。さらに、マスク（モールド）を取り外した後、
あるいは現像後にさらにレジストの架橋密度を高めるようにポストベークしても良い。
【００２４】
　本発明に係るモールドの作製方法について図３（図３－１，３－２）を参照して詳細に
説明する
【００２５】
　従来のフォトマスク製造に使用されているガラス基板について、ガラス基板１１表面に
電子ビーム照射用レジスト２１を成膜し、ナノインプリントによって形成するパターンの
みを電子線描画により転写する（工程（ａ））。同レジストパターン２１を遮蔽マスクと
してガラス基板表面をエッチングし、ナノインプリント用の凸部パターン１２を形成する
（工程（ｂ））。この時点で、非断熱近接場露光用の導電膜パターンを形成する部位は、
同ナノインプリントパターンを形成時に一様に掘り下げられ、見かけ上凹部となっている
。
【００２６】
　エッチングのための遮蔽マスクとして使用したレジストの残膜をドライアッシングやウ
エハ洗浄によって除去した後、ガラス基板１１の加工表面に沿って均一の厚さで遮光性導
電膜１４’を成膜する（工程（ｃ））。
【００２７】
　続いて遮光性導電膜１４’上に電子線描画用レジスト２２を成膜し、非断熱近接場光露
光で用いるパターンのみを描画形成する（工程（ｄ））。同レジストパターンをドライエ
ッチングの遮蔽マスクとして遮光性導電膜を加工し、非断熱近接場露光用パターンのみを
導電膜によって形成する（工程（ｅ））。
【００２８】
　エッチングのための遮蔽マスクとして使用したレジストの残膜をドライアッシングやウ
エハ洗浄によって除去した後、ナノインプリントパターンのみを露出するようにレジスト
層２３を成膜し、同レジスト層をドライアッシングの遮蔽マスクとして、ナノインプリン
トパターン部表面に付着している遮光性導電膜のみを除去する（工程（ｆ））。
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　他の実施例
　上記の実施例において、モールドの遮光性導電膜を、半透明導電膜で構成することで、
非断熱近接場露光パターン形成後に、ナノインプリントパターン部の導電膜を除去する必
要がなくなる。これは、半透明導電膜は、数％ながらＵＶ光を透過するため、ナノインプ
リントパターン表面に半透明導電膜が成膜された状態で同パターンをレジスト中に型押し
してＵＶ光を照射した場合、同半透明膜から染み出たＵＶ光によりレジストの改質が起こ
るため、ナノインプリント部のパターン形成を阻害する要因にならないためである。した
がって、半透明導電膜を使用することでモールドパターンの形成工程を短縮することがで
きるという相乗的な効果が期待できる。
【００３０】
　ナノインプリントパターン部と非断熱近接場光露光パターン部が連続する部分のパター
ン転写は、回路パターンをナノインプリントによる転写部と非断熱近接場光露光による転
写部に分割し、それぞれナノインプリント部をガラス掘り込みによる凸部パターン、非断
熱近接場光露光部を第一の実施形態もしくは第二の実施形態で用いた導電膜によるパター
ンとして、同境界部において凸部パターンと導電膜によるパターンが接するような構造体
を形成することで実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明の活用例として、半導体・ＬＳＩ、ＭＥＭＳ、光学素子、フラットパネルディス
プレイで用いる微細素子パターンを加工形成するのに使用される製造装置が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係るモールド構造の形態を示す断面図。
【図２－１】本発明に係る微細レジストパターン形成方法を示す工程断面図。
【図２－２】本発明に係る微細レジストパターン形成方法を示す工程断面図。
【図３－１】本発明に係るモールドの作製工程を示す工程断面図。
【図３－２】本発明に係るモールドの作製工程を示す工程断面図。
【符号の説明】
【００３３】
　１　モールド
　　１１　硝材基板
　　１２　凸部（ナノインプリントパターン）
　　１３　ナノインプリントパターン部
　　１４　導電膜パターン
　　１４’　導電膜
　　１５　非断熱近接場光露光パターン部
　２　（ポジ型）フォトレジスト
　３　硬化樹脂膜
　４　ウエハ基板（被加工基板）
　５　表面プラズモン
　６　潜像
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